
ポスター・リーフレットの配布 
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         アレルギー疾患対策基本法 （平成26年6月27日法律第98号 平成27年12月25日施行）   

① 総合的な施策の実施により生活環境の改善を図ること。 
② 居住地域にかかわらず適切なアレルギー疾患医療を受けられるようにすること。 
③ 適切な情報の入手ができる体制及び生活の質の維持向上のための支援体制の整備がなされること。 
④ アレルギー疾患研究を推進し、その成果等を普及・活用・発展させること。  

基本理念 

○ アレルギー疾患対策の総合的な推進を図るため、 
  厚生労働大臣が基本指針を策定 
 
 ・ アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な事項 
 ・ アレルギー疾患に関する啓発及び知識の普及並びに 
   アレルギー疾患の予防のための施策に関する事項 
 ・ アレルギー疾患医療を提供する体制の確保に関する事項 
 ・ アレルギー疾患に関する調査及び研究に関する事項 
 ・ その他アレルギー疾患対策の推進に関する重要事項 

アレルギー疾患対策基本指針 
厚生労働省 

 
 
・ 「アレルギー疾患対策基本指針」の策
定・変更に当たって意見を述べる 
・ 委員は、厚生労働大臣が任命 

 （委員） 
 ・患者及びその代表者 
 ・アレルギー疾患医療に従事する者 
 ・学識経験のある者 

アレルギー疾患対策推進協議会 

※ 協議会の組織及び運営に関し 
必要な事項は、政令で規定 

対象疾患 ： 気管支ぜん息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、花粉症、 
         食物アレルギーなど  

※上記６疾患以外は必要に応じて政令で定めるとされているが、現状としては他の疾患を定める予定はない。 

アレルギー疾患対策基本法 
（平成二十六年六月二十七日法律第九十八号） 
 
 
 第一章 総則（第一条―第十条） 
 第二章 アレルギー疾患対策基本指針等（第十一条―第十三条） 
 第三章 基本的施策 
  第一節 アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減（第十四条・第十五条） 
  第二節 アレルギー疾患医療の均てん化の促進等（第十六条・第十七条） 
  第三節 アレルギー疾患を有する者の生活の質の維持向上（第十八条） 
  第四節 研究の推進等（第十九条） 
  第五節 地方公共団体が行う基本的施策（第二十条） 
 第四章 アレルギー疾患対策推進協議会（第二十一条・第二十二条） 
 
 附則 
 
 （地方公共団体の責務） 
  第五条  地方公共団体は、基本理念にのっとり、アレルギー疾患対策に関し、国との連携を図りつつ、自主 
       的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施するよう努めなければならない。  
 
 （都道府県におけるアレルギー疾患対策の推進に関する計画） 
  第十三条  都道府県は、アレルギー疾患対策基本指針に即するとともに、当該都道府県におけるアレルギ 
        ー疾患を有する者に対するアレルギー疾患医療の提供の状況、生活の質の維持向上のための支 
        援の状況等を踏まえ、当該都道府県におけるアレルギー疾患対策の推進に関する計画を策定す 
        ることができる。  
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● リウマチ・アレルギー相談員養成研修会 

リウマチ・アレルギー対策について 

【概  要】 かかりつけ医等を対象とした診療ガイドラインの普及、患者カード携帯による患者の自己管理 

              の徹底、地域住民への情報提供や病診連携の構築等を図る 

【実施主体】  都道府県・政令指定都市・中核市  【補助率】１／２ 

【実施事業】 ① 病院や診療所等の医療関係者を対象とした研修の実施 

       ② 患者カードの配布の促進ならびに患者の自己管理等正しい知識の普及啓発事業の実施 

       ③ 喘息死並びにリウマチ及びアレルギー系疾患診療担当医師（医療機関）名簿や医療連携事例 

         集の作成等による医療情報の提供 

       ④ 地域の喘息患者並びにリウマチ及びアレルギー系疾患患者の実態把握を目的とした分析調査 

         の実施 

       ⑤ エピペン講習等、リウマチ又はアレルギー疾患に関する事業の実施又は事業への参画 

       ⑥ 関係機関等との連携体制の構築（地域医療連絡協議会の設置及びその運営等） 

       ⑦ 事業実施の評価 

【概  要】 都道府県、保健所設置市及び特別区（以下「都道府県等」という。）の保健関係、福祉関係等従 

              事者並びに都道府県等所管下の医療従事者を対象に、リウマチ、アレルギー疾患について必要な 

              知識を修得して頂き、地域住民への正しい知識の普及啓発を行うための相談体制の確保を図る。 

【実施主体】  一般財団法人日本予防医学協会 

【開催時期】 全国５箇所での開催（東京、大阪、熊本、仙台、金沢） １２月～３月 ＜※平成２７年度実施分＞ 

● リウマチ・アレルギー特別対策事業 

４．腎疾患対策について 
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● 慢性腎臓病（ＣＫＤ）特別対策事業 
【概  要】   地域における講演会等の開催や医療関係者を対象とした研修等を実施することにより、 

              広くＣＫＤに関する正しい知識の普及、ＣＫＤ対策に必要な人材の育成等を図る。 

【実施主体】 都道府県・政令指定都市・中核市 

【補 助 率】 １／２ 

【実施事業】 ① 患者等一般向けの講演会等の開催 

        ② 病院や診療所等の医療関係者を対象とした研修の実施 

        ③ ＣＫＤ診療に関わる医療機関情報の収集と提供 

              ④ 事業実施の評価 

● 慢性腎臓病（CKD）シンポジウムの開催について 

ＣＫＤに関する正しい知識等を国民に広く情報提供することを目指し、世界腎臓デー（３月第２木曜日）
に併せて関係学会等と連携し開催。 

関係者の皆様のご協力をお願いし、今後のCKD対策の普及に努めていきたい。 

 ＜本年度の予定＞   平成２８年３月１０日（木）   東京国際フォーラム 

普及啓
発 

CKDの重要性・予防
法等を幅広く普及啓発 

マスメディア、イン
ターネット、保健指導
の場などあらゆる機会
を活用 

医療連携体制 

かかりつけ医と専門医
療機関との連携促進 

保健指導・栄養指導の
推進 

地域における医療連携
システムの構築の推進 

診療水準の向上 

CKD診療ガイドライン
の作成、かかりつけ医へ
の普及 

指導管理の技術の向上 

糖尿病・循環器疾患等の
治療との連携 

研究の推進 

診療のエビデンス確
立と実践の研究 

病態解明と治療法開
発に関する研究 

人材育成 

腎臓専門医の育成 

専門医・かかりつけ
医の資質向上 

専門的な保健指導を
行う保健師、看護師、
管理栄養士等の育成 

腎疾患対策について 
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